
 

令和 7 年 5 月 26 日 

お客さま 各位 

 

 

家賃帳（預金口座振込帳）の取扱終了について 

 

平素より、広島県信用組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、令和 7 年 6 月 30 日をもちまして家賃帳の発行を終了させていただくことになりました

ので、お知らせいたします。 

今後は、下記のような振込手数料が無料となる各種の振込方法がございますのでご利用ください。 

なお、店頭でのお振込を希望される場合は、家賃帳に代えて、都度、振込依頼書をご記入いただ

き、振込手数料が必要となる場合がございますのでご了承ください。 

今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．家賃帳の取扱終了に関する日程 

令和 7年 6月 30日(月) ・窓口での「家賃帳」の発行を終了いたします。 

令和 7年 7月 1日(火) 

～令和 8年 6月 30日(火) 

・令和 7年 6月 30日（月）までに使用を開始された「家賃帳」

は令和 8年 6月 30日（金）までご利用いただけます。 

 

２．代替となるサービスについて 

（１）当組合の普通預金口座をお持ちのお客さま                 （税込） 

お振込方法 「個人」振込手数料 「法人」振込手数料 

定額自動送金 
当組合間 0円 

他行宛 319円 

当組合間 0円 

他行宛 319円 

ＡＴＭ 

（要キャッシュカード） 

当組合間 0円 

他行宛 495円 

当組合間 0円 

他行宛 495円 

インターネットバンキング 

（要申込） ※ 

当組合間 0円 

他行宛 110円 

当組合間 
自店  0円 

同一店以外 220円 

他行宛 495円 

※法人インターネットバンキングは、別途、月額基本料（1,100円または 3,300円）が必要です。 
 

（２）当組合の普通預金口座をお持ちでないお客さま 

お振込方法 「個人」振込手数料 「法人」振込手数料 

振込依頼書 所定の手数料が必要です。 

以上 

 

【お問い合わせ先】 

広島県信用組合 業務部 TEL：0120－745－530（フリーダイヤル） 

受付時間：平日 9時 00分～17時 00分（土・日・祝日を除く） 


